
Asue アリーナ大阪トレーニング室登録申込用紙 

登録番号                                      申込日      年    月    日 

ふりがな  
性別 男 ・ 女 ・ その他 

氏名  
生年月日 Ｓ・Ｈ     年    月    日 

ふりがな  

住所 
〒 

電話  

緊急時の 

連絡先 

名前                             （続柄       ） 

電話番号 

※現在、内科整形外科の疾患で治療中あるいは経過観察中の方は医師の許可証をいただくことがあります。 

 
同意書 

施設利用について 

私は、体育館条例第 5条にもとづき、第 6条のいずれにも該当しないため利用登録を申込みます。 

また、同条例 8 条に同意し、及び Asue アリーナ大阪トレーニング室の利用案内を理解し、遵守することに同意いたしま

す。（条例は裏面に記載） 

 

トレーニング室での事故・負傷について 

私は Asue アリーナ大阪トレーニング室を利用する際に、担当者の指示に従い、注意事項を遵守し、トレーニング中の

負傷や事故などについては自己が責任を負うことに同意いたします。 

 

個人情報の利用目的について 

私は Asue アリーナ大阪トレーニング室が運営・管理する施設や提供されるサービスを利用する際に、氏名・住所等の

個人情報を提出することに同意いたします。 

 

上記の項目を承認のうえ、申込み手続きをいたします。 

 

   年    月    日  

 

氏名                        

 

保護者                       

※本人が未成年者の場合、保護者連名でご署名お願いいたします。 

 

※ 当施設が運営・管理する施設やご提供するサービスをご利用いただくにあたり、お客様の氏名・住所等の個人情報を取得させていただきますが、

これらの情報は厳重に管理し、以下の利用目的の達成に必要な範囲に限り利用させていただきます。 

①当施設の運営、各種サービス、イベント、物販等の提供、及びこれに関する申込受付、事務処理、お客様への連絡  

②各種サービス、イベント、キャンペーン等の案内  

③安全管理、防犯を目的としたお客様及び緊急連絡先に記載された方への連絡   ④その他①から③に付随する業務の実施 



大阪市体育館条例 

〈第 5 条〉 体育館の施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。 

〈第 6 条〉 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、施設の使用を許可してはならない。 

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき 

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき 

(3) 管理上支障があるとき 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団の利益になるとき 

(5) その他不適当と認めるとき 

〈第 8 条〉 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を断り、又は退館させることができる。 

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者 

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがある者 

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者 

(4) 管理上必要な指示に従わない者 

(5) その他管理上支障があると認める者 

  

入館お断り、又は退館に相当する具体例 

 1.他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をする恐れがある者。 

Ⓐ暴力行為やそれに相当する言動、恫喝、威嚇行為など。 

 ①物理的な暴力行為（殴る・蹴る・頭突き等） 

 ②暴力的な言動、恫喝、威嚇行為（殺すぞ等）があり、警告しても行為を止めない場合 

 ③人権を侵害する発言（出自、障がい、性自認等）があり、警告しても発言を止めない場合 

 ④人格の否定、侮辱的な発言（あほやボケ、嘘つき等）があり、警告しても発言を止めない場合 

 ⑤故意にぶつかろうとしたり、道を塞いだりし、警告をしても行為を止めない場合 

Ⓑ他の利用者のトレーニングを著しく妨げる行為など。 

 ①長時間マシン、備品を独占し、スタッフの指示・警告にも従わない場合 

 ②特定の利用者が落ち着いてトレーニングできないような嫌がらせを繰り返す行為 

Ⓒ痴漢や露出など公序良俗に反する行為など。 

 ①他の利用者またはスタッフに対する意図的な性的な身体接触行為 

 ②性的な発言があり、警告しても行為を止めない場合 

 ③性的な露出行為 

 ④施設内での盗撮行為 

 

２．建物または設備を損傷するおそれがある者。 

 Ⓐ施設内の設備や備品を粗末に扱う行為、もしくは故意に破壊する行為など。 

  ①設備や備品を投げる・蹴る・叩くなどの乱暴行為があり、警告しても行為を止めない場合、また別の日を含め、再度同様の行為をした場合 

  ②設備や備品を不適切に扱い、事故や破損を招く可能性があるにも関わらず繰り返し警告しても行為を止めない場合 

 

３．他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行するもの 

Ⓐ危険物を持ち込む行為 

①刃物、銃器、劇薬物、麻薬、覚せい剤など法律で所持が禁止されているものを持ち込む行為 

Ⓑ他人に著しい不快感を与えたり、困惑させたりする物品を携行するもの 

 ①著しい悪臭、異臭を発する物品を持ち込み、警告しても止めない場合 

 ②他人が不安に陥るような物品、武器になりうる工具などを持ち込み、警告しても止めない場合 

 ③ペットや動物を持ち込み、警告しても止めない場合（ほじょ犬を除く） 

 

４．管理上必要な指示に従わない者 

Ⓐスタッフの注意や指示に応じない場合 

①施設管理者の定めたルール、もしくは指示に従わず、繰り返しの警告に応じない場合 

 

５．その他管理上支障があると認める者 

Ⓐ管理・運営業務の妨害 

①スタッフを長時間（1時間以上）拘束し、警告しても行為を止めない場合 


